
事業概要

916ha の未墾地を開墾して 719ha の農地造成を行なうとともに、この造成地に

対する水源として地区のほぼ中央を流れる高津川（一級河川）の揚水機場を設置し、

最大かんがい用水量 0.4628／ sec を取水し、延長 30.4 kmの幹線水路を新設し

て造成地に対してスプリンクラーによる畑地かんがいを行なうものである。高津工

区は、2段揚水とし、加圧ポンプ又は自然圧による散水とし、益田工区では、1段

揚水とし、自然圧により散水を行なう。なお農地開発に合わせて、その周辺、隣

接既耕地 309ha について区画整理事業を行なうものである。

（1）関係市町村名

益田市

（2）用水計画

用水量

（3）道路計画

本計画地域の周辺には、国道、県道があり、その間に市道がある。従って計画

としては、地区間と既設国道、県道を連絡することを目的とした道路計画として、

幹線道路 8路線、支線道路（A）12路線、支線道路（B）5路線を新設する。

（4）農地造成計画

造成地の対象作物は、果樹園、桑園、野菜畑および飼料畑の 4種類であるが、

圃場区画は短辺 20m、長辺（等高線沿）100 ～ 150mを原則とし、普通畑造成

（桑、野菜、飼料）については、地形勾配 20度以上の 1部にテラス巾 10mの広

巾テラスを造成する。圃場傾斜は果樹園では 8度および 12度以内に、普通畑で

は 8度以内、但し広巾テラスは 5度以内に造成し、耕作道は巾 3.0m、勾配 1／

10を基準として、各テラス短辺に接するように計画する。



１．土地分類

２．土地利用区分２．土地利用区分

工事計画

１．揚水機１．揚水機



２．管水路

３．道路工

４．農地造成工



５．防災施設

土砂扞止林　69ha　砂防堰堤　32ヵ所

６．区画整理工
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